
令和８年度 香川県立香川丸亀支援学校高等部入学者選考要項 

 

 

１ 募集定員 

  高等部普通科第１学年 若干名 

 

２ 出願資格 

 入学を志願することができる者は、令和８年度香川県立特別支援学校入学者選考要綱

の「Ⅱ 出願資格」に定める者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１）学校教育法施行令第２２条の３に規定する「知的障害者」の障害の程度に該当する

者 

（２）病気治療及び療養に専念することを必要としない者 

 

３ 出願手続 

入学志願者は、入学願書その他の必要書類を、出身中学校等の校長を経由して志願先 

の香川県立香川丸亀支援学校長に提出して出願するものとする。 

（１）出願書類 

① 出願関係書類送付書 

「令和８年度香川県公立高等学校入学者選抜実施細目」に記載の様式８に定め

るところにより、作成する。 

② 入学願書 様式１（本校指定） 

     入学願書の日付・志願者氏名の欄は、本人が署名する。ただし、本人が署名で

きない場合は保護者の代筆を認める。 

※ 願書に貼った写真と同一のものを受検票に貼ること。 

③ 調査書  様式２（本校指定） 

ア 「（６）出欠の記録」の第３学年については、令和８年１月１５日現在の日 

数を記入する。 

イ 「（８）標準検査の記録」は、知能検査の名称、実施年月日並びに結果につ 

いて記入する。 

ウ 「（９）障害の程度を証明できるもの」は、療育手帳、身体障害者手帳等に 

ついて、いずれか所持しているものに○を付け、その程度、等級を記入する。 

エ 特別支援学級在籍者は、その旨を「（１０）人物、適性等に関する所見」の 

欄に記入する。 

④ 療育手帳及び身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し 

（本校中学部以外からの志願者） 

調査書「（９）障害の程度を証明できるもの」において、有に○を付けた者は提 

出する。 

（２）提出先 

 香川県立香川丸亀支援学校長 

 〒７６３－００８５  香川県丸亀市飯野町東分５９２－１ 

（３）入学願書受付期間 

 令和８年１月２２日（木） ～１月２３日（金）  ９：００～１６：００ 

 

 



４ 検査等 

（１）検査等日 

令和８年２月６日（金） （必ず保護者同伴のこと） 

８：４０～ ９：００  受付 

９：００～ ９：１０  点呼・諸注意 

９：３０～１５：００  検査等 

（２）検査場 

   香川県立香川丸亀支援学校    

（３）検査等実施内容 

① 学力検査（国語・数学） 

② 運動機能検査 

③ 面接（必ず保護者１名同伴のこと） 

（４）合格者の発表 

① 発表の日時  令和８年２月１８日（水） ９：００ 

② 発表の場所  香川県立香川丸亀支援学校 玄関 

③ 発表の方法  合格者の受検番号を掲示する。また、９：３０～１６：００の

間、ホームページに掲載する。受検者の保護者並びに出身中学

校長には、令和８年２月１８日付文書で通知する。 

（５）合格者説明会 

令和８年３月１９日（木）１３：００より、合格した生徒・保護者を対象に行う。 

（６）追検査について 

やむを得ない理由で欠席し、追検査の受検を希望する者については、２月１０日（火）

９：００～１６：００の間に「追検査受検願」（令和８年度香川県公立高等学校入学者

選抜要綱様式１１）等を提出する。受検許可を得た後、追検査を受検することができ、

日時等は別途連絡する。 

 

５ 訪問教育 

  訪問教育の対象者は、次の（１）（２） に該当する者とする。 

（１）中讃地域（坂出市・丸亀市・善通寺市・仲多度郡・綾歌郡）に在住する者 

（２）障害のため通学して教育を受けることが困難な者で、高等部に入学を希望する者 

 ※ 訪問教育を希望する者については、上記４の検査等の日程等にかかわらず、選 

考の日時等を志願者に別途連絡する。 

 

６ その他 

（１）当日の持参物（かばんにまとめて持参する） 

顔写真を貼付した受検票、鉛筆（シャープペンシルも可）、消しゴム、上靴、体操服

（長袖・長トレパン）、弁当、水筒 

   なお、時計、計算又は翻訳の機能をもった物品、携帯電話等の通信機能をもった物

品は持参してはならない。 

（２）出願に関する問い合わせ先 

   香川県立香川丸亀支援学校 

       丸亀市飯野町東分５９２－１     

ＴＥＬ（０８７７）２４－１２１５ 


